
別表
番号

区分
番号

特定器材
コード

特定器材名・規格名
変更
区分

変更箇所 変更後 変更前 備考

新又は現金額 386000.00 502000.00

経過措置年月日 00000000 20240331

新又は現金額 89500.00 89700.00

経過措置年月日 00000000 20240331

新又は現金額 233000.00 302000.00

経過措置年月日 00000000 20240331

06 002 710010172 歯科鋳造用１４カラット金合金インレー用（ＪＩＳ適合品） 5 新又は現金額 7641.00 7358.00
【令和6年4月診療分から適用】
令和6年3月5日付け厚生労働省告示第61号「特定保険医療材料及び
その材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」に基づき変更

06 003 710010173 歯科鋳造用１４カラット金合金鉤用（ＪＩＳ適合品） 5 新又は現金額 7624.00 7341.00 〃

06 004 710010174 歯科用１４カラット金合金鉤用線（金５８．３３％以上） 5 新又は現金額 7774.00 7491.00 〃

06 005 710010175 歯科用１４カラット合金用金ろう（ＪＩＳ適合品） 5 新又は現金額 7601.00 7318.00 〃

06 006 710010176 歯科鋳造用金銀パラジウム合金（金１２％以上ＪＩＳ適合品） 5 新又は現金額 2909.00 3037.00 〃

06 010 710010180 歯科用金銀パラジウム合金ろう（金１５％以上ＪＩＳ適合品） 5 新又は現金額 3740.00 3807.00 〃

06 011 710010181 歯科鋳造用銀合金第１種（銀６０％以上インジウム５％未満） 5 新又は現金額 159.00 158.00 〃

06 012 710010182 歯科鋳造用銀合金第２種（銀６０％以上インジウム５％以上） 5 新又は現金額 192.00 191.00 〃

06 013 710010183 歯科用銀ろう（ＪＩＳ適合品） 5 新又は現金額 274.00 273.00 〃

令和4年4月版特定器材マスター登録内容の一部変更（令和6年3月15日現在）

02 119 727420000

02 073 736000000

5

5

5

【令和6年4月診療分から適用】
令和4年3月4日付け厚生労働省告示第58号「特定保険医療材料及び
その材料価格（材料価格基準）の一部を改正する件」に基づき変更

〃

〃02 069 738820000

機械弁

髄内釘（標準型）

上肢再建用人工関節用材（再建用尺骨側材）


